
「保険で住宅修理ができる」と
いう修理の勧誘に注意!

　訪問してきた業者に「自宅を無料で点検できる」などと言われ、
無料点検を実施した後、「屋根瓦の修理が必要です、保険金で
できます。」などと説明されたため、その場で保険金利用の修
理を契約し、高額な修理費を支払うも実際には保険金が支払
われず、さらに契約解除に伴う違約金の請求などのトラブルが
発生しています。また、住宅の損害が経年劣化によるものだと
知りながら台風等の自然災害を装い、うその理由で保険金の請
求をすると保険金の返還請求や詐欺罪にも問われたりします。
これら事業者の勧誘には充分注意しましょう。

★ご相談や困ったときは、長与町役場相談窓口または長崎県消費生活センターへご相談ください。
　長崎県消費生活センター　（☎824‒0999）　長与町消費生活相談窓口　（☎883‒1111）

【みなさんへのアドバイス】

●「自己負担なく住宅の修理ができる」などと勧誘を受けても、事業者の説明をうのみにせず、そもそ
も修理が必要なのか、その費用は適切であるかなど慎重に検討し、家族にも相談しましょう。
●保険金の請求については、修理箇所が保険対象となっているかなど保険会社や代理店等に相談して
アドバイスを求めることが大切です。
●事業者による訪問販売で契約した場合は、契約書面を受け取ってから 8 日以内であればクーリング
オフが可能です。もし、期限を過ぎても契約解除ができるケースもあります。

消費者注意報
無料で点検
しますよ

日本紅斑熱 長沢医院
長沢　達郎　先生

　日本紅斑熱は、マダニに刺されたことにより起こ
る感染症です。リケッチアという病原体により発
症するもので、マダニに刺された全ての人が発症
するわけではありません。
　マダニの活動が活発になる夏から秋にかけて多
く、潜伏期間は2～8日です。症状は、急激な発熱
（38.0℃以上）、全身のかゆみを伴わない発疹、強
い倦怠感などがあります。肝機能障害を起こすこ
とも多く、播種性血管内凝固症候群（DIC）という
全身の血管にたくさんの小さな血栓ができてしま
う病気を伴うことがあり、入院が必要となることも
あります。

　適切な抗生剤の使用で治りますが、死亡例もあ
るため注意が必要です。刺し口は痂皮を伴った
1cmくらいの円形の発疹で、衣服に隠れたところ
にあるため全身をくまなく探すことが重要になり
ます。
　西彼保健所管内では特に長与町で発生が多く、
毎年数例が報告されています。畑や山林でマダニ
に刺されることが多いので、素肌の露出を避ける
ための手袋、長靴、長袖、長ズボンを着用し、虫除
けスプレーを使用するなど予防をしてから入るよ
うにしましょう。

27広 報  な が よ　　 2024 年 9 月号　No.822

年金
だより

65歳になったら老齢基礎年金

年金生活者支援給付金制度をご存知ですか？

長崎北年金事務所　☎861-1354 　長崎南年金事務所　☎825-8701
健康保険課年金係　☎801-5821 

問

　  年金生活者支援給付金：専用ダイヤル　☎0570-05-4092（ナビダイヤル）
　公的年金などの収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に
上乗せして支給されるものです。ご案内や事務手続きは日本年金機構（年金事務所）が行います。

　  (1) 老齢基礎年金を受給している 65 歳以
上の方で、以下の要件をすべて満たしてい
る方

　　・世帯員全員の市町村民税が非課税である
　　・年金収入額とその他所得額の合計が昭
和 31 年 4 月 1 日以前生まれの方は約 88
万 7 千円以下、同年 4 月 2 日以後生まれ
の方は約88万9千円以下である　

　  (2) 障害基礎年金・遺族基礎年金を受給し
ている方で、前年の所得額が約 472 万円
以下の方

　  ①新たに年金生活者支援給付金を受給される方
日本年金機構からの請求手続きのご案
内が、9 月頃から順次、支給該当者へ
送付されます。同封の簡易請求書（は
がき型）を提出してください。
②年金を受給しはじめる方
年金の請求手続きと併せて年金事務所
または市区町村で請求手続きをしてく
ださい。
※なお、現在受給中で、今年度も引き続
き支給要件に該当する方は、原則手続き
は不要です。

「年金生活者支援給付金」をかたる詐欺にご注意ください。
　日本年金機構や厚生労働省から、電話で家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号を聞
いたり、手数料などの金銭を求めたりすることはありません。年金生活者支援給付金のご
請求でお困りになったときは上記専用ダイヤルへお電話ください。

　老齢基礎年金とは、保険料を納めた期間（保険料免除期間などを含む受給資格期間）が 10 年
以上ある方が、原則として 65 歳になってから受給できるものです。20 歳～ 60 歳になるまでの
40 年間納付した場合に、満額の老齢基礎年金（令和 6 年度は昭和 31 年 4 月 2 日以後生まれの
方が 816,000 円、昭和 31年 4月 1日以前生まれの方が 813,700 円）を受給できます。
   年金を受けるために必要な期間（受給資格期間）
①国民年金の保険料を納付した期間
②国民年金の保険料の免除などを受けた期間（注１）
③昭和 36年 4月以後の厚生年金の被保険者期間または共済組合の組合員期間
④第３号被保険者であった期間
⑤合算対象期間（カラ期間）（注２）
注１：４分の３免除、半額免除、４分の１免除の承認を受けた期間は、それぞれ４分の１納付、

半額納付、４分の３を納付しないと未納扱いとなり受給資格期間には含まれません。
注２：老齢基礎年金の年金額には反映されませんが、受給資格期間に反映される期間です。

例えば、昭和 36 年 4 月～昭和 61 年 3 月までの期間で、厚生年金保険等加入者の配偶者
で任意加入しなかった期間（20 歳以上 60 歳未満の期間に限る）、また、昭和 36 年 4 月
～平成 3 年 3 月までの期間で、任意加入対象であった学生が任意加入しなかった期間
（20歳以上 60歳未満の期間に限る）などがあります。
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これらを通算して
10 年以上

26 2024 年 9 月号　No.822　　 広 報  な が よ


